保険医療機関及び保険医療担当規則
並びに厚生労働大臣の定める掲示


1. 当院の東館１階・２階・３階病棟において、療養病棟入院基本料１を届出しています。
　「入院患者２０人に対して１人以上の看護職員と入院患者２０人に対して１人
　　以上の看護補助者がいます。」
当院においては、患者負担による付添い看護は行っていません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【(療養入院)第23号】



2. 当院の厚生支局長への届出事項
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)　　　　　　           　【(運Ⅲ)第16号】
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)　　　　　　　　 　【(脳Ⅲ)第1号】
3 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 　 　　　　　　　　            【(Ｃ・Ｍ)第36号】
4 診療録管理体制加算３　　　　　　　　　　           　 【(診療録2)第54号】
5 [bookmark: _GoBack]データ提出加算１及び３　　　　 　　　　           　　【(データ提)第46号】
6 医療DX推進体制加算　　　　　　　　　　　　　　　　　【(医療DX)第134号】
7 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ　　　　　　　　　　　　【(外在ベⅠ)第228号】
8 入院ベースアップ評価料２０　　　　　　　　　 　　　　 【(入ベ20)第1号】
9 療養病棟療養環境加算１（東館１階病棟）　　　　　　　  【(療養1)第18号】
10 療養病棟療養環境加算２（東館２階病棟・東館３階病棟）　【(療養2)第6号】
※③は当院におきましてはＭＲＩが無い為ＣＴのみとします。


3. 費用徴収に係るサービス等の内容及び料金（文章料等）については、受付に掲示してあります。



４.入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後6時以降）、適温で提供しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【(食)第397号】
　　



令和７年　１０月　１日
院長　和泉　高宏
